
（１）行政系施設

　②地区事務所

●　施設情報

●　施設の構成

●　施設に要する経費　（令和５年度決算） （千円）

●　参考資料

＜各地区事務所の開所時間＞

※R３.６に共栄事務所は業務移管により閉鎖

月～金曜日・・・午前９時～午後１時　※平成31年１月から変更池田、市之倉、滝呂、脇之島

本庁、小泉、南姫、根本、旭ケ丘、笠原

開所時間

月～金曜日・・・午前８時30分～午後５時15分

新耐震基準 滝呂区民会館内

新耐震基準 ふれあいセンター姫内

新耐震基準 笠原中央公民館内

証明書交付１件当たりコスト

（円/件）
1,525

市民一人当たりコスト
（円/人）

587
床面積当たりコスト

（円/㎡）
97,179

280 134 0 2,067 495 0

運営費

施設名称

光熱水費
施設運営費

賃借料

－

10 笠原事務所 S59.9 44 ＳＲＣ 1

指定管理料 人件費 支出合計
修繕費 工事費

－

新耐震基準

73,803 76,777 14,311

8

1

▲ 62,465

収　支
使用料等

収入合計

－

－

－

－

新耐震基準 根本交流センター内

耐震補強済 旭ケ丘公民館内

支　出

6 南姫事務所 H9.8 85 ＲＣ 1

脇之島事務所 H3.3 81 脇之島公民館内9

耐震診断未実施 市之倉公民館に併設

新耐震基準 池田町屋公民館内

Ｓ 1

－

－

耐震状況 備考

耐震補強済 市役所本庁舎内

新耐震基準 小泉公民館内－

地下階

－

5 滝呂事務所 S58.5 43 ＲＣ 1

ＲＣ 1

旭ケ丘事務所 H6.3

2 小泉事務所

68 Ｓ 1

3 池田事務所 S63.11 43 ＲＣ 1

4 市之倉事務所 S55.3 68

H5.3 49 ＲＣ 1

7 根本事務所 H25.3 69 ＲＣ

1 本庁事務所 S49.1 93 ＲＣ 1

施設名 地区事務所（10施設） 所管部署 市民健康部　市民課

大分類 行政系施設 中分類 地区事務所

敷地面積
（㎡）

－
総延床面積

（㎡）
643

管理運営方法

設置目的
（多治見市地区事務所設置規則　第１条）
地域住民の利益と便宜を供与するため、多治見市地区事務
所を設置する。

No. 施設名称 建築年月 総延床面積（㎡）

正規
会１

1
24
6

従事する
市の職員数

会２
直営

構造 地上階

（件）

7


